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介護予防・日常生活支援総合事業「デイサービス愛の里」重要事項説明書 

 

１．施設経営法人 

（１）法人名       社会福祉法人 絆 

（２）法人所在地     津市雲出本郷町字連方前２１２８番 

（３）電話番号      ０５９－２３４－１５００ 

（４）代表者氏名     理事長  竹市 弥生 

 

２．ご利用施設 

（１）施設の名称     特別養護老人ホーム みえ愛の里 デイサービス愛の里 

（２）施設の所在地    津市雲出本郷町字連方前２１２８番 

（３）電話番号      ０５９－２３４－１５００ 

（４）管理者の氏名    井上 尚久 

（５）開設年月      平成２０年７月 

（６）利用定員      18名 

（７）施設の運営方針   当施設は、要支援状態の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生

活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及

び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図

るために必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要

な援助を行う。 

 

３．職員の配置状況 

   管理者       1 名 

   生活相談員     1 名 

   看護職        1 名 

   介護職員      3 名  

   機能訓練指導員   1 名 

   管理栄養士     1 名 

 

４．営業時間 

（１）営業日 

    毎週 月 水 木 土 日 （祝日を含んで左記の通り） 

＊但し、年末年始の１２月３１日～１月３日は定休日とします。 

（２）営業時間 

    午前８時３０分～午後 4時 

    サービス提供時間は午前９時３０分～午後４時までの間とする（送迎時間は含まず）。 

 

５．介護予防通所介護のサービスの内容 

（１）機能訓練サービス 

    グループワーク，行事的活動，体操，趣味の活動等のサービスを提供します。  

（２）日常生活上の援助 

    排泄・移動の介助やその他必要な身体の介護を行います。 

（３）食事サービス 
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    食事の準備、食事摂取の介助や、その他必要な食事の介助を行います。 

 

（４）入浴サービス 

① 一般浴槽あるいは特殊浴槽による入浴を提供します。 

  ② 衣服の着脱，身体の清拭・洗髪・洗身，その他必要な介助を行います。 

（５）健康管理の確認 

（６）送迎サービス 

専用車両により送迎を行います。 

（７）相談・助言等 

    日常生活における介護等に関して相談に応じ、助言を行います。 

                                

６．利用料金 

（１）基本料金 

    介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。 

（以下は１ヶ月あたりの自己負担分〈１割負担分〉です。） 

①  介護予防通所介護費 

   要支援 1       週 1回程度  1798単位 

   要支援 2       週 1回程度  1810単位 

                  週 2回程度  3621単位 

② 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ（算定した単位数の 1000分の 90に相当する単位

数） 

 

〈地域区分〉６級地     1単位 ＝10.27円 

  

（２）その他の料金                                  

次の品目については、介護保険給付対象外であるため、全額実費〈１０割負担〉 

となります。 

  ① 理美容費              実費 

② 食材料費（１日につき）      600円 

③ おむつ代（１枚につき）      実費  

④ レクレーション代         実費 

 

７．医療について 

万一、「デイサービス愛の里」ご利用中に容態の変化等があった場合には、関係医療機関で

速やかに対応をします。 

医療機関の名称  若葉病院 

所在地  津市南中央 28－13 

医療機関の名称  ゆり形成内科 

所在地  津市柳山津興 3306 

 

８．事故発生時の対応 

   サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村・利用者の家族・利用者に係る居宅

介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な処置を講じるものとします。 
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９．賠償責任 

 居宅サービスの提供に伴って事業者の責に帰する事由によって、契約者が損害を被った場

合、事業者は契約者に対して、損害を賠償するものとします。 

契約者の責に帰する事由によって、事業者が損害を被った場合、契約者及び身元引受人は、

連帯して事業者に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

10．苦情申し立て窓口 

当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、当施設担当者ま

でご相談ください。責任を持って調査、改善をさせていただきます。 

・担当者   生活相談員  郡山 美幸 

・電話番号  ０５９－２３４－１５００ 

    

   上記で解決できない場合は下記の相談窓口をご利用ください。 

・津市高齢福祉課          ０５９－２２９－３１５６ 
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以上、「デイサービス愛の里」が提供するサービスにおける契約について、重要事項説明書によ

り利用料金、サービス内容等の説明を受けたことを確認し、同意します。 

 

令和     年     月     日 

 

 通所介護事業所  特別養護老人ホーム みえ愛の里 デイサービス愛の里 

 

事業者名     社会福祉法人 絆 

代表者氏名    理事長  竹市 弥生    

 

＜説明者＞ 

 

職 種      

 

氏 名                 

 

＜利用者＞ 

 

住 所 

 

氏 名                 

 

＜代理人＞ 

 

住 所 

 

氏 名                 


